
 

 

 

「みんなのきまり」を一部改訂しました 
 いよいよ長い２学期が始まりました。２学期も事故や怪我のない楽しい学校生活を送ってほしいと思

います。 

「みんなのきまり（拓勇小学校のきまり）」について、学校内で話し合い一部改訂しましたのでお知

らせします。 

具体的には、校区内の店での買い物についてです。これまでは、「おうちの人に頼まれた場合以外は、

子どもだけでお店に入って買うことはできません」でしたが、改定後では「家の人の許可があればお店

で買い物をしてもよい」となります。ただし、積極的に買い物しなさいというわけではありません。苫

小牧市内では店での買い物について「おごったり、おごられたりのトラブル」「特定の児童にみんなで

たかる」「公園などで買ったものを食べてゴミを散らかす」「家の人の財布からお金をとる」などの問

題行動が毎年発生しています。また、「店での万引き」についてはほとんどが学校ではなくすぐに警察

に通報されます。 

ご家庭でもこの機会に、お金の使い方や買い物の仕方について話し合ってみてください。基本的に、

放課後のことなので保護者の責任の下で行っていただければと思います。今週中に新しい「みんなのき

まり」を配布し、各学級で指導します。 

 

児童への指導事項 

○家の人の許可がある場合のみです。複数で店に行き、友達の親がいいと言ったからは駄目です。 

 必ず複数の場合も、一人一人の保護者の許可が必要です。子どもだけで買い物をしていることを 

保護者が知らなかったということが、後でトラブルにつながることがよくあります。 

○これまでと同様に、公園などの外で食べたり飲んだりすることはできません。大人の人と一緒のとき

だけ OK です。自販機の利用も外はもちろん、公共施設内でも、大人の人と一緒のときだけです。 
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令和６年度  みんなのきまり（１・２・３年生 改訂版）    苫小牧市立拓勇小学校 

１．学校
がっこう

の行
い

き帰
かえ

り 

  （１） より道
みち

を しないで、きめられた 通学
つうがく

路
ろ

を 通
とお

りましょう。 

  （２） 登校
とうこう

時間
じか ん

（７：５０～８：１０）を まもりましょう。（８：１０には いすにすわる。） 

  （３） 下校
げこ う

時刻
じこ く

をまもりましょう。用事
よう じ

が ないときは 学校
がっこう

に残
のこ

っては いけません。 

  （４） 持ち物
も ち も の

には 名前
なま え

を つけましょう。 

 （５） 学校
がっこう

の中
なか

では 記名
きめ い

章
しょう

をつけるので、かならずもってきましょう。 

 （６） 下校
げこ う

とちゅうや家
いえ

に着
つ

いてから、学校
がっこう

にわすれものをしたことに気
き

がついても、学校
がっこう

に取
と

りに来
き

てはいけません。 

２．遊
あそ

びのやくそく 

  （１）外出
がいしゅつ

するときは、行き先
ゆ き さ き

や 帰り
かえ り

の時間
じか ん

を 家
いえ

の人
ひと

に 知
し

らせておきましょう。 

 （２）市内
しな い

全
ぜん

小学校
しょうがっこう

で決
き

められている帰宅
きた く

時刻
じこ く

をまもりましょう。  

４月：午後５時３０分  ５～８月：午後６時    ９月：午後５時３０分  １０月：午後４時３０分 

１１～１月：午後４時  ２月：午後４時３０分  ３月：午後５時 

 （３）きけんな遊び
あそ び

は やめましょう。（道路
どう ろ

や線路
せん ろ

、川
かわ

、沼
ぬま

では 遊
あそ

ばない。） 

（４）用事
よ うじ

がないのに、お店
お みせ

へ 入るのは やめましょう。おうちの人
ひと

が行っていいよと言った
い

時
とき

は、お店
お みせ

で買い物
か い も の

をしてもかまいません。ただし、

公園
こうえん

などの外
そと

で、食
た

べたり飲
の

んだりするのは、大人の人といっしょのときだけです。自動
じ どう

販売機
はんばいき

の利用
り よう

も、外
そと

はもちろん、沼ノ端スケートセ

ンター、スポーツセンター、交流センターなどの中でも、大人の人といっしょのときだけです。 

 （５）公園
こうえん

などの屋外
おくがい

で カードゲームや携帯
けいたい

ゲーム機を 使用
しよ う

することは控え、必
かなら

ず屋内
おくない

で 使用
しよ う

しましょう。 

 （６）きまりを まもって、自転車
じてんしゃ

に 乗
の

りましょう。 

  ①自転車
じてんしゃ

に 乗れる
の

範囲
はんい

は １・２年生：家
いえ

のまわり（保護者
ほ ご し ゃ

の目
め

の届
とど

く範囲
はん い

）  

３年生：拓
たく

勇
ゆう

小校
しょうこう

区内
くな い

と拓
たく

勇
ゆう

公園
こうえん

、沼ノ端スケートセンター、スポーツセンター、交流センターです。    

                  （お子さまの自転車の運転技能を考慮して各家庭で話し合ってください。） 
   ＊ただし、ならいごとや少年団活動などで校区外へ出かけなければならないときは、保護者の責任において判断してください。 

    ②二人のりはきんしです。横
おう

断
だん

歩
ほ

道
どう

は、自
じ

転
てん

車
しゃ

から一
いち

度
ど

降
お

りて、押
お

してわたりましょう。 

    ③自転車
じてんしゃ

に 乗
の

れる 期間
きか ん

は、おうちで よく話
はな

し合
あ

って きめてください。冬
ふゆ

の自転車
じてんしゃ

乗
の

りは、やめましょう。 

３．出かけてよいばしょ 

  （１）こどもだけであそびに行
い

ってよいのは、拓
たく

勇
ゆう

小
しょう

校
こう

区内
くな い

と拓
たく

勇
ゆう

公園
こうえん

です。 

    （３年生は、沼
ぬま

ノ端
のは た

スケートセンター・プール、交流センターへは、子
こ

ども同
どう

士
し

で行
い

くことができます） 

 （２）ゲームセンターやボーリング場
じょう

、映
えい

画
が

館
かん

は、おうちの人か、 それにかわる大
おとな

人と行
い

きましょう。 

４．身
み

だしなみ 

  頭髪
とうはつ

は、染
そ

めたり、脱色
だっしょく

したり、パーマをかけたりするなどの加工
かこ う

をしないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○欠席届について・・・・・・欠席、遅刻、早退の場合は、メールや連絡帳で必ずお知らせください。（電話での連絡は、朝８時１０分 

までにお願いします。） 

○登下校の送迎について・・・自動車での送迎はしないで下さい。特別な事情がある時は、学校近くで降車させ、校地内へ乗り入れないで

ください。（例年、送迎の保護者の車と児童が接触する事故が起こっています） 

○塾通いについて・・・・・・習いごと、塾や少年団活動は、一度帰宅してから出かけるようご指導願います。 

○金銭について・・・・・・・学校へは不必要なお金を持たせないでください。集金等で持参した場合は、朝のうちに担任に預けるようご

指導ください。 

☆児童の健全育成のために☆ 

  子ども達による危険な遊びや好ましくない行動を見かけた時は、その場で注意するとともに、学校へもご連絡願います。 

（拓勇小学校℡ ５７－２８００） 

保護者の皆様へのお願い 



 

令和６年度 みんなのきまり （４・５・６年生 改訂版） 

苫小牧市立拓勇小学校 

１．登下校 
  （１） 寄り道をしないで、決められた通学路を通りましょう。 

  （２） 登校時間を守りましょう。（７：５０～８：１０） 

  （３） 下校時刻を守りましょう。（下校完了時刻は帰りの会終了１０分後） 

下校完了時刻 月・火・木【5校時】１４：２５ 【6校時】１５：１５ 

水・金  【5校時】１３：５０ 【6校時】１４：４０ 

（４） 持ち物には必ず名前をつけましょう。 

 （５） 学校内では必ず記名章をつけましょう。 
 

２．遊びの約束 
  （１） 外出するときは、行き先や帰りの時間を家の人に知らせておきましょう。 
 （２） 市内全小学校で決められている帰宅時刻を守りましょう。 

４月：午後５時３０分  ５～８月：午後６時  ９月：午後５時３０分 １０月：午後４時３０分 

１１～１月：午後４時  ２月：午後４時３０分  ３月：午後５時 

 （３） 危険な遊びはやめましょう。（道路や線路、川、沼では遊ばない。） 
（４） 用事がないのに、お店への出入りはやめましょう。家の人の許可があればお店で買い物をしても 

かまいません。屋外での飲食は、保護者同伴以外はやめましょう。自動販売機の利用も、屋外は 

もちろん、沼ノ端コミュニティセンター、沼ノ端児童センター、スケートセンター、スポーツ 

センター、交流センターなどの屋内施設でも、保護者同伴以外はやめましょう。 

 （５） 公園などの屋外でのカードゲームや携帯ゲーム機使用は控え、必ず屋内で使用しましょう。 

 （６） きまりを守って、自転車に乗りましょう。 
  ①自転車に乗れる範囲は 拓勇小校区、拓勇公園、沼ノ端コミュニティセンター、沼ノ端児童センター、ス  

ケートセンター、スポーツセンター、交流センターです。（この範囲内で、児童の運転技能を考慮し、 

各家庭で話し合ってください。） 

    ＊ただし、習いごとや少年団活動などで、どうしても上記外へ出かけなければならない時は、保護者の

責任において判断してください。 
    ②二人乗りは禁止です。横断歩道では必ず自転車から降りて、押して渡りましょう。 
    ③自転車に乗れる期間は、家庭でよく話し合って決めてください。冬季間は乗らないようにしましょう。 
 

３．出かけてよい範囲 
  （１） 子どもだけで遊びにいっても良い範囲は、拓勇小校区内と拓勇公園です。 
  （２） ４年生以上で上記以外に子どもだけで出かけることができるのは、博物館、図書館、科学センター、

総合体育館、ハイランド、スケートセンター、プールなどの公共施設だけです。その時は家の人の

許可を受けて出かけましょう。 
 （３）  ゲームセンターやボーリング場、映画館は、保護者、またはそれに代わる大人と行きましょう。 
 

４. 身だしなみ 

    頭髪は、染めたり、脱色したり、パーマをかけたりするなどの加工をしないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○欠席届について・・・・・・欠席、遅刻、早退の場合は、メールや連絡帳で必ずお知らせください。

（電話連絡の際は、８時１０分までにお願いします。） 

○登下校の送迎について・・・自動車での送迎はしないでください。特別な事情がある時は、学校近

くで降車させ、校地内へ乗り入れないでください。（例年、送迎車と児

童の接触事故が学校付近で起こっています） 

○塾通いについて・・・・・・習いごと、塾や少年団活動は、一度帰宅してから出かけるようご指導

願います。 

○金銭について・・・・・・・学校へは不必要なお金を持たせないで下さい。必要のため持参した場

合は、朝のうちに担任に預けるようご指導ください。 

☆児童の健全育成のために☆ 

  子ども達による危険な遊びや好ましくない行動を見かけた時は、その場で注意するとともに、学校

へもご連絡願います。（℡ ５７－２８００） 

保護者の皆様へのお願い 


